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◆緊急通知！個人情報保護に関する周知徹底◆緊急通知！個人情報保護に関する周知徹底

今般の通信教育関係事業者による子どもの情報を含む多数の個人情報漏えい事故の社会的影

響は極めて重大です。去る７月１５日、経済産業省より当協会に対して個人情報保護法等の遵守

に関わる周知徹底についての要請がありました。社内の個人情報管理の具体的措置について

あらためて点検と見直しを徹底してください。

◆業界検定を取り巻く社会的要請とその行方◆業界検定を取り巻く社会的要請とその行方

平成25年6月、政府は日本再興戦略において業界検定の能力評価の仕組みを整備し、職業能力

の見える化を促進することを決定しました。これを踏まえて厚生労働省は、平成26年度より2カ

年計画で、学習塾業界を対象に業界検定スタートアップ支援事業に着手。当協会は当該事業の

事業主体に選定され、学習塾講師検定を厚生労働省認定の業界検定への高度化に向けてスタ

ートを切りました。業界検定とは何か？専門家に聞きます！

◆その他の項目◆その他の項目

●塾の日シンポジウム２０１４仙台開催●ＪＪＡインフォメーション 学習塾認証制度／全国読

書作文コンクール／会員サービス／コンプライアンスセミナー「個人情報保護」

平成26年 夏号
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個人情報保護法令遵守の周知徹底を！個人情報保護法令遵守の周知徹底を！

平成26年７月15日

公益社団法人全国学習塾協会

会 長 安 藤 大 作

このたびの通信教育関係事業者において、子どもの情報を含む極めて多数の

個人情報が漏えいするという事案を踏まえて、経済産業省より当協会に対して

個人情報保護法等の遵守に関わる周知徹底についての要請がありました。

正会員事業者のみなさまにおかれましては、「個人情報保護法等の遵守に関

わる周知徹底についての要請」(次ページ)により、個人情報の管理体制を改め

て点検し、個人情報の適正な取扱いの確保を徹底していただきますようお願い

申し上げます。

個人情報の取得における事業者の取り組みとして、「個人情報が個人情報保

護法及び個人情報保護法についての経済産業分野を対象とするガイドライン等

に則って適正に取得していることを確認すること」、「社内において個人情報管

理責任者を特定し、個人情報の取得ついて最終確認を行うこと」、「取得しよう

とする個人情報が適法な個人情報と確認できないときは取得を自粛すること」

等が挙げられますので十分ご留意ください。

また、当協会に加盟されていない学習塾事業者のみなさまにおかれましても、

個人情報保護の重要性と事業者が講ずるべき具体的措置についての周知徹底を

よろしくお願い申し上げます。

経済産業省による「個人情報保護法等の
遵守に関わる周知徹底についての要請」
までの経緯

平成 26 年 7 月 9 日、ベネッセホールディング

スにおいて、大量の顧客情報の漏えいが起こった

との報道がありました。お客様情報が漏えいした

と思われるデータベースに保管されている情報の

件数から推定すると、最大約 2,070 万件のお客様

情報が漏えいしている可能性があります。

当協会では、7 月 11 日付で「学習塾の個人情

報保護における関係法令・規範の遵守ついて」と

題してプレスリリースを行い、学習塾事業者の皆

様に関係法令及び個人情報保護に関する学習塾に

おけるガイドラインに準じた取り組みの実施につ

いての徹底をあらためてお願いいたしました(協

会ホームページ参照)。

同日、茂木経済産業大臣は、学習塾や通信販売

などの業界団体にも再発防止を求める方針を明ら

かにし、当協会や経産省認可の全国学習塾協同組

合、日本通信販売協会などに対して、個人情報の

取扱いを徹底するよう要請することとしました。

7 月 15 日午前 10 時から経済産業省は当協会ほ

か前出の 2 団体に対し、個人情報の適切な管理を

強化することなどを要請しました。
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講演採録「国家検定を目指す意義は」講演採録「国家検定を目指す意義は」

学習塾を含む対人サービス４業種の業界検定構築の取り組みをバッ
クアップ！雇用労働問題と大きく連動する塾講師の能力評価制度を
専門家が読み解きます！！

去る平成 26 年 6 月 8 日（日）午後 2 時 50

分より、東京・千代田区のアルカディア市ヶ

谷 5 階「大雪(西)」において、特別セミナー

「『学習塾講師検定』における国家検定を目指

す意義について」を開催しました。

平成 25 年 6 月 14 日、政府は日本再興戦略

において、業界検定の能力評価の仕組みを整

備し、職業能力の見える化を促進することを

決定しました。これを踏まえて厚生労働省は、

平成 26 年度より 2 カ年計画で、学習塾業界を

対象に業界検定スタートアップ支援事業に着

手することとなりました。

当協会は当該事業の事業主体に選定され、学

習塾講師検定を厚生労働省認定の業界検定へ

の高度化に向けてスタートを切りました。

本セミナーでは、三菱ＵＦＪリサーチ＆コン

サルティング株式会社研究員・田口壮輔氏を

講師にお招きして、学習塾講師検定における

国家検定を目指す意義などについて、多角的

に考察してわかりやすくご講演いただきまし

た。業界検定とはいったい何なのか？

以下、当日の模様を講演録の形で抜粋・編

集してお届けします。

学習塾講師検定とは？

公益社団法人全国学習塾協会

専務理事 稲葉秀雄

私たちが平成 20 年度から、「学習塾講師検

定」を実施して参りまして、今年で 6 年目に

入りました。いよいよ、本年度から学習塾講

師検定の評価基準をベースにして、厚生労働

省委託の「業界検定スタートアップ事業」と

いう 2 カ年事業が始まることになりました。

まずは、皆様方に「学習塾講師検定」という

現行の制度がいったいどんなものなのか。ご

理解いただいたうえで「業界検定スタートア

ップ事業」の中身と意義をご理解いただけた

らと思っております。

塾講師。3割強の塾経営者が、実際塾講師。3割強の塾経営者が、実際

に自分の思った通りに動いてくれてに自分の思った通りに動いてくれて

いないいない

皆様方は、新しく自塾で講師の方を雇う時

に、実際にその新人が塾に来て、最初にどん

な教育をされますか？

アンケート調査によりますと、約 7 割の方

がまず最初にやることは、自塾のベテランの

先生方を教壇に立たせて、その先生の授業を

見てもらうことからスタートを切るのです。

すなわち、最初から机に座って勉強させるわ

けではなくて、まず見てもらうことからスタ

ートを切るわけです。実際の授業を見てもら

って、その中から新人の先生が、「こういう風

にしてこの塾ではやるのだ」ということを理

解して、教育というものが始まっていくわけ

です。しかしそこに、その教育の「マニュア

ル」的な物が存在していないことが少なくあ

りません。あるいは、存在していたとしても、

内容的にまだまだ十分でないものが多いので

す。講師の課題について、3 割強の塾経営者

が、実際に自分の思った通りに動いてくれて
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学習塾講師検定について話す協会の稲葉専務理事

いないというような実態から「能力が不足し

ている」という調査結果が出ました。では、

学習塾という業態は、新人からベテランにな

るまで、相当な経験を積んでいらっしゃるか

と思いますが、そのほとんどが「暗黙知」で

す。すなわち、口で言うものであったり、見

て理解するものであったり、実はきちんとし

た文章化がされていないというケースが大変

多い。そこで私たちは、まず最初にできる限

り多くの塾でどのように講師を教育している

かということを調べました。この「暗黙知」

の部分をいかに「見える化」するかという所

にポイントをおきました。

塾講師に求められる共通点を９つの塾講師に求められる共通点を９つの

行動ユニットに分けて「見える化」行動ユニットに分けて「見える化」

学習塾講師検定の中身を説明する一番メイ

ンになることですが、優れた講師の授業・行

動特性というものを調べなければなりません。

良い先生の授業をたくさん見て、そこで「共

通点」を探し出していくという作業をして参

りました。隣の塾で何をやっているかという

ことは、わからないですね。どうしても自塾

のやり方が全てというこになってしまう。私

たちは、協会という立場でいろいろ塾の授業

を見させていただきました。すると、ほとん

どの塾の「共通点」に気がつきました。「共通

点」の中でも良いと言われる授業をひとつの

形にして参りました。これが、「コンピテンシ

ーディクショナリ」というものです。直訳す

ると「優れた講師の行動特性の辞書」という

意味になります。一般の授業の場合には、時

間軸で 3 つに分けることができます。最初は

『導入』で、生徒に興味を沸かせることが大

切になります。きちんと生徒たちに今日学習

することの意味を説明し、興味を持たせます。

モチベーションを高める作業をします。2 番

目として『展開』です。演習を兼ねて実施し

ます。最後に、その日学習したことを『まと

め』として、ポイントを明示し理解度を確認

して次に繋げていくという作業があります。

これらの時間軸を横軸にとり、縦軸には講師

がとるべき行動を 3 種類に分けました。まず

一つ目は生徒の動機付け。「やる気」をきちん

と持たせることや、生徒たちに教えなければ

ならいことに対して、理解を深めさせなけれ

ばならない。最後、ある時間内に集中させて、

きちんと理解させていくこと。この縦軸は、

学習塾講師がとる行動が「3× 3」の 9つの行

動パターンに分かれると考えました。9 つの

行動ユニットが存在しますが、このひとつひ

とつに講師がどう対処するべきかということ

を具体的に文章化しました。文章化すると同

時に、どういった行動をとるかということを

具体的に示させていただきました。

レベルはＦ１レーサーでなく、自動レベルはＦ１レーサーでなく、自動

車教習所！将来走るべき道をコンパ車教習所！将来走るべき道をコンパ

クトに散りばめてあるクトに散りばめてある

次に「学習塾講師検定」のイメージをつか

んでいただくために、実技審査の流れを追っ

てみます。実際に検定を行う場合には、受験

者にご自分の模擬授業をビデオに収録してい

ただきます。それを協会に送っていただいて、

それを審査員が見て審査をします。審査員は
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一人ではなく、3 人体制で実技審査を実施し

ています。検定のレベルは、自動車運転能力

に例えると F1 レーサーの能力を測るのではな

く、（コンピテンシーディクショナリという）

教習コースを適正に走る能力を測る審査とい

うことになります。初めて学習塾を経験する

という人たちに、例えば教習所のコース（坂

道があったり、信号があったり、横断歩道が

あったり）は、将来走るべき道のモデルケー

スを小さくして散りばめてあります。外に出

たときに必要な内容がコンパクトに入ってい

るわけです。そこのコースを一通り端から端

まで走れば、外に出て行っても心配がない状

況になります。自塾で教えようとすると、教

習コースのようなことができるかというと難

しいのです。自塾でやる場合、どこかが欠け

てしまう可能性があります。

しかし、講師が外の道(教室の現場)に出た

時に初めて経験するということがないように、

教習所で理解してもらうというようなイメー

ジのテストになっております。

検定には 1 級・2 級とありますが、「2 級」

についてご説明いたします。お手元の資料に

「技能の発達モデル」があります。縦軸にあ

りまして、初心者→中級者→独り立ち→上級

者→エキスパートという、経験を踏みながら

プロに近づいていくわけです。「2 級」は、発

達モデルでは中級者にあたります。すなわち、

講師を始めて 2 ～ 3 年であるという内容を「2

級」と定めました。この「2 級」のレベルを

どう評価するかですが、例えてお話しします

と、自動車教習所で、発進する時、右見て、

左見て周りに何もない事を確認して発進する

訳ですよね。しかし、長く運転するようにな

ると、慣れてくると、この行為を省略してし

まいがちです。この検定においては、右見て

・左見てという行為を「オーバーアクション」

でやっていただきます。すなわち、やったか

やらないか、行為を行ったか行わなかったか

ということを、この検定でチェックします。

− 8−
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上手とか下手とかいうのは、別問題です。や

らせるという事に意味があるのです。そこに

意義があるからです。皆さんにおかれまして

は、なぜそこまでオーバーアクションをしな

ければならないかと思われるかもしれません

が、敢えて初心者の人たちには、「オーバーア

クション」をしていただく事によって「意義」

を考えてもらいたいというのが、大きな狙い

となっております。３人の審査員がいらっし

ゃって、同じビデオを見ていれば、３人が３

人とも「ここでやっているね」「ここやってな

いね」という事が明らかになるわけです。よ

って、点数も正確な数字がついてくるという

事です。

塾講師検定は塾講師検定は ““定石定石 ””の確認の確認

「気づき」や「再確認」のために「気づき」や「再確認」のために

次に「１級」レベルについてですが、やっ

た・やらない、の次の段階として、やったこ

とによって、生徒にきちんとやった事の意味

が伝わっているかどうか、効果が出たかどう

かを「1 級」ではチェックし、審査して参り

ます。私たちの目指すところは、「独り立ち」

の部分。塾の経営者の方が、この先生であれ

ば授業を任せても、安心して任せられるレベ

ルが「1 級」と想定し構築をさせていただき

ました。

塾の先生方が実際にお受けいただいて、共

通のコメントとしては、検定をすることによ

って、「再確認」をすることができた、「気づ

き」ができたとおっしゃっていただいており

ます。初心者だけではなく、経験を積まれて

いる先生方であっても、また新たな発見があ

るかもしれませんし、ひょっとしたら、今ま

でやっていたことに欠落があったことに気が

つくということもございます。ですから、初

心者だけではなく上級者の方もお受けいただ

いて、自分のモチベーションも上がりますの

で、ご検討いただきたいと思っております。

業界検定ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業

の経緯

三菱UFJﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)

経済・社会制作部研究員 田口 壮輔

昨年来、業界検定を巡る政策の動きが見ら

れます。すなわち、業界検定スタートアップ

支援事業についてお話しいたします。厚生労

働省が支援して業界団体による自主的な業界

検定策定への取り組みを支援する事業が業界

検定スタートアップ支援事業(以下「業界 SU」)

です。ここでポイントとなってきますのが、

あくまで国が主導するのではなく、業界団体

の方が自主的に検定を作っていく、といった

取り組みを支援するというものです。支援と

は２つありまして、ひとつは補助金等の支援。

もうひとつは国が適宜チェックして、一定の

質を担保するという２つの側面をもっており

ます。この事業は今年が初めての事業でござ

いまして、初年度の支援対象として４つの業

界団体が選ばれております。学習塾業界以外

に３つの業界（「派遣・請負業」「健康産業（フ

ィットネス）」「流通業(百貨店業)」）が支援の

対象として、採択されているという状況です。

学習塾業界としてどういった意図をもって

この検定に取り組むのか。

業界検定の背景や動向を多面的に説明する

三菱UFJﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)田口壮輔氏
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既存の講師検定が今ある状態においてさら

に発展させていくということに、どういう目

的意識を持っているのか。

この 2 つを明確にしつつ、国の支援のもと

で検定をさらにバージョンアップさせていく

ことによって、最終的には国家検定として認

定されることを目指すという目的を持って取

り組むものです。これに対応する形で、3 つ

のポイントを挙げております。ひとつめは事

業の背景です。どういった背景でこの事業が

開始されることになったのか。とりわけ、ど

ういう政策動向となっているのかについて紹

介させていただきます。2 番目は、この事業

で具体的にどういうことをやっていくのか、

既存の講師検定とどういった面が異なってく

るのかをお話しさせていただきます。3 番目

に、なぜ国家検定を目指していくのか。どう

いったメリットがあるのか、どういった意義

があるのかという点に関してご紹介させてい

ただきます。

対人サービス力である学習塾講師力
に国が注目する「ワケ」とは？

政策動向のご紹介として、どういった議論

がなされているのかを紹介させていただきま

す。昨年の労働市場における能力評価に関す

る制度について検討会で、業界 SU の必要性

が提案されています。その提案書の中でどう

いった事が語られているのかを簡単に説明さ

せていただきます。

まず、業界検定が必要だと提言された前提

として、どういった現状認識のもとに提言が

なされたのかというところを紹介いたします。

私たちがいま働いている「労働市場の構造

的変化」に大きな 3 つのポイントがあると報

告書の中でいわれています。ひとつ目のポイ

ントとして、人口減少や高齢化にともない就

業者数が全体的に減少傾向にあるということ

です。とりわけ対人サービスの分野(この分野

は労働集約的産業といわれますが、設備とか

お金とか、そういった資源が利益を生み出す

のではなくて、人が主な資源となって利益を

生み出すような産業です。)で人材の不足が深

刻となっていると言われています。二つ目の

ポイントとして、就業者数が減っているもの

の、非正規雇用労働者の方は増えていて、一

部のデータでは労働者全体の 3 分の 1 を超え

ているといわれています。非正規雇用労働者

についてもある種の問題が存在しています。

具体的には、正規雇用労働者の方に比べて能

力を開発していく機会や処遇というものが限

定的となっているという問題があるといいま

す。非正規雇用労働者は、ある特定の会社や

ある特定の職種に就く期間が正規の方に比べ

て短くなる、あるいは、能力を高めていく機

会というのが不足している、あるいは、能力

評価が客観的になされずに処遇が十分に改善

されてこない。正規雇用労働者ですと会社か

ら色々な研修の機会等があったり、きちんと

能力のステップアップというのが評価されて、

それに伴って処遇も上がっていくというのが

一般的です。非正規雇用労働者ですと、そう

いった側面が若干限定的になってしまう。結

果、定着率の低さという問題が挙げられてい

ます。

労働市場の構造的変化のひとつに「ジョブ

型労働市場の拡大」とあります。メンバーシ

ップ型の労働市場と対比して語られるもので

すが、いわゆる日本における就職という考え

方は、どちらかというとメンバーシップ型と
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いうのがメインとなっています。メンバーシ

ップ型とは、特定の職種に就くというよりは、

ある会社に入ってその会社の中であらゆる仕

事に従事するというものですが、ジョブ型は

その反対―どちらかというと特定の職種に就

くという形の就職・労働市場がどんどん拡大

しています。三つ目として、こうした労働市

場における変化が前提としてあるということ

がいわれています。業界 SU は厚生労働省の

事業でありますので、労働者側の観点が非常

に大きなポイントとなってきます。

労働市場に関しては、政府において各種の

色々な検討会・研究会が開催されております。

特定の政策テーマに対して、有識者や実務家

を招いた研究会が開催され、そこで政策とし

てどういう方向に向かっていくべきかという

ことが検討されて、検討結果をもとに具体的

な政策が実施されていくというのが施策化の

よくある流れです。この労働市場に関しても

各種の研究会が設置されている状況であるの

ですが、いろんなことがその中で議論・提言

されています。

「柔軟で多様な働き方ができる社会の構築」

「成長を可能とする雇用政策」

「人材の最適配置と最大活用」

「外部労働市場の整備」等、

こういったことが必要だと研究会でいわれて

いる状況です。ただ、これらに共通して言え

ることは、「その基盤として職業能力開発や評

価の仕組みが必要になってくる。しかしなが

ら、評価の仕組みが現状では不十分である。」

ということです。まだまだ課題があるといわ

れております。具体的な問題点として、ひと

つ目は「ジョブ型」の労働市場が増えていく

中で時代の変化とともに求められる能力もど

んどん変化します。しかし、その変化に対応

できていけるような能力評価の仕組みがあり

ません。その結果として、労働市場にミスマ

ッチが起きてしまうことが問題になっていま

す。二つ目の問題は、非正規雇用労働者側の

問題です。流動性が高いので会社側としても

人材育成の投資効果を十分に回収できないと

いうふうに考えられてしまい、十分にキャリ

アアップの機会が提供されていないという問

題があります。こうした問題解決のために、

能力評価の仕組みをきちんと整備していくこ

とが必要であるといわれています。さらに変

化に柔軟に対応していくために国が確立した

仕組みを作るのではなくて、各業界団体が主

体的に業界や現場に合ったものを作っていく

ことが必要だといわれている状況です。

各種研究会などが設置されて労働市場につ

いて検討されていると申し上げましたが、こ

の業界検定に限って申しますと、主な研究会

としてこの３つが挙げられると思います。

一つ目として、「日本再興戦略」が挙げられ

ます。アベノミクスの３本目の矢である成長

戦略として掲げられているもので平成 25 年 6

月に同戦略が閣議決定しました。内閣の方針

として決定されたものです。成長戦略につい

ていろいろなことがいわれていますが、雇用

制度とか人材力に関しては「多元的で安心で

きる働き方」の導入促進のために、職業能力

の「見える化」が必要であると明言されてい

る状況です。「多元的で安心できる働き方」と

は、自由に職業を変えられたり働き方を変え

ること――例えば子どもができたら育児休暇

を自由に取れるような柔軟な働き方ができる

社会の実現のために、職業能力の「見える化」

が必要だという提言です。
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この提言を受ける形で「（産業競争力会議）

雇用・人材分科会」が設置されました。この

分科会は、成長戦略で掲げられている事をき

ちんと実行、かつ、分野別の議論を集中的に

行うために設置されるもので、人材分野以外

にでも農業、医療・介護等に関してフォロー

アップ分科会というものが設置されています。

雇用・人材分科会の中では、もう少し具体化

した形で業界検定について言及しています。

例えば厚生労働大臣の資料では、業界検定の

必要性に言及しています。労働市場には内部

労働市場(企業内の労働市場)と外部労働市場

(転職市場)があります。外部労働市場は企業

の外なので転職市場ということです。成熟し

た企業から成長産業へ―。よりたくさん労働

者が必要なところに人が流動的に動くことに

なると、そのベースとして各人材の能力・職

業能力を測る物差しとしてこうした業界検定

が必要であろうと明言されている状況です。

「日本再興戦略」、「（産業競争力会議）雇用

・人材分科会」の次。３つ目は厚生労働省の

中に設置されている研究会「労働市場政策に

おける職業能力評価制度の在り方に関する研

究会」です。

この研究会は、前掲の検討会の職業能力の

見える化が必要という提言等を踏まえて、能

力評価制度の在り方について検討するために

設置されたものです。この研究会の中で今後

の能力評価制度の在り方について提言されて

いて、具体的な形で業界 SU が必要であると

言及しています。では、この研究会の提言(=

報告書)の中で具体的に何が言われているの

か、簡単に紹介して参ります。

報告書のタイトルは、『「労働市場政策にお

ける職業能力評価制度の在り方に関する研究

会」報告書 ～新たな業界検定の整備等によ

る「職業能力の見える化」を通じ、培われた

職業能力が適正に評価され、キャリアアップ

や人材力強化が図られる労働市場の実現を目

「労働市場政策における職業能力評価制度の在り方に関す

る研究会」報告書より
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指して～』。非常に長いのですが、タイトルの

通りのことが提言されています。

時代の変化に柔軟に対応するために
―業界の自主的な取組みを国が支
援する「業界検定方式」とは？

新たな業界検定の整備にあたって、特にサ

ービス産業・対人サービス分野を対象とした

職業能力評価が必要であるといわれておりま

す。現状の能力評価制度のカバー状況が簡単

な概念図で示されております。こちらの左側

ですが、何らかの検定または資格がある状況

です。医療など高度な安全性が求められるよ

うなものについては「免許(ライセンス)」と

いった形で資格が整備されている状況です。

その右側は「ものづくり」を対象としていま

すが、技能検定というものが国によって運営

されています。技能検定は国家資格ですが、

技能士・技能技術者の技能を評価するための

ものとして導入された資格です。ただ、もの

づくり以外の分野で対人サービスの分野、今

後需要となってくるこの分野については、も

のづくりの分野に比べて十分に整備されてい

ない状況があります。そこで整備されていな

い分野について新たに検定を作っていこう。

ただ、国が確立的に運営するような資格であ

りますと、今後職業能力として求められるも

のがどんどん変わっていく時代において十分

に柔軟に対応できていけないという問題意識

がありますので、国が主導するという形では

なくて、業界の方の自主的な取り組みを支援

する「業界検定方式」といわれているこの方

式で実施されるというこになっています。

業界検定を整備していく上で、何がターゲ

ットとなっているかという点についてです。

対人サービス分野は、公的で市場性を備え

た検定等が今整備されるに至っていない状況

です。一方でこの分野は、非正規雇用労働者

のキャリアアップの観点からも非常に重要な

分野です。非正規雇用の割合が多いので、非

常に重要な分野となっています。そこで、今

回の業界検定のターゲットとして対人サービ

ス分野が設定されているのです。

報告書には、業界検定をどのように整備し

ていくか、その方針がまとめられています。

1 つ目のポイントとして、採用・人事管理

の主体であり人材ニーズを直接把握する立場

にある業界が主体となって、自主的に評価手

法を開発・運用していく必要があるといわれ

ています。ただし、業界任せにするのではあ

りません。2 つ目のポイントですが、国が一

定程度関与して質などを担保することが必要

であるといわれています。最後のポイントで

すが、国が関与することによって質を保証す

るだけではなく、業界と業界間での横並びの

観点というものを担保することも必要である

といわれています。柔軟性を担保するために

各業界が自主的に整備していくことが望まし
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いとはいわれている一方で、一定程度共通し

た物差しとすることも必要であるので、国が

関与することによって、業界横並びの観点を

担保しようと考えられています。まとめとし

まして、業界検定はあくまで国が主導するの

ではなくて業界が主体となって整備していく

ものです。国はそれに対して支援をしたりオ

ーソライズ(承認)するという体制で整備しよ

うとしています。

業界検定を整備するにあたって求められて

いる観点についてです。一つ目は、知識や技

能や実践力といった多様な観点から評価する、

かつ、変化に柔軟に対応できる評価制度とい

うものが求められています。２つ目は、そう

した多様かつ実践的な評価ツールが今後続々

といろいろな業界で整備されていくように、

そのモデルとなることが求められています。

今回、全国学習塾協会はこの業界 SU に関し

して必ずしもモデル事業として採択されたと

いう訳ではないのですが、こうしたモデル事

業となることが期待されて、今回のこの４団

体が採択されているという状況です。

業界が主導して検定をつくるという方式に

ついて、どのようなことが期待されているの

かについてこの章の最後に簡単にまとめさせ

ていただきます。

まず 1 つ目は、業界 SU で得た成果を踏ま

えて今後対象分野を拡大していくことが計画

されています。業界 SU の中でつくられる検

定が、次に続く対人サービスなどの業界検定

のお手本となることが期待されています。

2点目は、業界検定の対象分野や役割に照ら

して、検定は多様で実践的な評価手法を組み

合わせることが必要であり、求められる能力

変化に対応するために、継続的質保証の仕組

みを導入することが求められています。一度、

評価手法を作って終わりではなく、社会の変

化や求められる能力の変化に対応して、継続

的にカスタマイズ(仕様変更)していける仕組

みが必要です。

3点目は、業界団体が主導して作ることにな

りますと、アウトサイダーなど業界団体以外

の方にとって少し敷居が高い検定となって

しまう恐れがありますので、国が関与するこ

とによって、より低い敷居でいろいろな幅広

い方々に受けていただけるようにして、一方

で信頼性も担保されるという仕組みにしてい

くことが必要であるといわれています。

4点目は、国が一定程度関与はしつつも、技

能検定の国家制度のように国が画一的に基準

を作って当てはめるのではなく、ある種業界

の自主性に任せることにより、多様性・弾力

性・柔軟性を内包した仕組みにするというこ

とが期待されているという状況です。

以上で業界 SU がどういった検討を踏まえ

て実施されることになったかを紹介させてい

ただきました。

業界検定スタートアップ支援事業で
私たちに何が求められているのか？

現段階ですでに「学習塾講師検定」がある

状況です。なぜ、新たにこうした事業に取り

組んで検定をつくっていくのかというについ

て、全くゼロベースで何もない状態から作る

ということではなくて、あくまでいまある「学

習塾講師検定」を基礎として、国家検定に堪

えうるものとなるように、よりブラッシュア

ップ(磨きあげる)することが本事業の目的

となっています。国家検定を目指すにあ
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たって、どういう点が不足していてどういう

点を改善していかなければならないかについ

て 3つの点を掲げさせていただきました。

ひとつ目は、「信頼性」です。集団指導・個

別指導の講師力の能力開発を業界内で可能と

すべく、信頼性の高い評価手法を開発・運用

していくこと。一企業の中で能力開発・評価

をするだけでなく、業界全体としてそうした

ことができるよう、より信頼性の高いものに

バージョンアップさせていく必要があります。

2点目は、職業能力の「見える化」を通じ、

講師を教育しやすくなるというだけでなく能

力評価・職務の格付けをしていく上での参考

になること。職業能力の評価が比較的なされ

づらい実態があるので、正規雇用労働者につ

いても十分に能力の向上に応じて職務の状況

や処遇が改善されるようになってくることが

期待されています。

3 点目は、中長期的な視点になります。学

習塾業界に限らず他業界の中でも講師力とい

うものが必要となっている職種は多く存在す

ると思います。そういた方々にも使っていた

だけるような検定として、より汎用性・公益

性を高めることが期待されています。

いままで、国家検定を目指すにあたって求

められている方向性について、やや抽象的な

説明をさせていただきました。では、具体的

にどういう点を改善していかなければならな

いかをご説明しましょう。

上の図におきまして、現状の学習塾講師検

定で評価されている分野をまとめています。

現行検定においては筆記試験と実技試験の 2

つが行われていて、筆記試験は主に教科の知

識が主な評価対象となっています。一方、実

技試験は技能や実践力の部分が評価対象とな

っています。国家検定を目指すにあたっては、

筆記試験おいてもなるべく広い分野を評価す

る必要がありますし、実技試験でもなるべく

広い分野を評価する必要があります。どうし

て必要になるかといいますと、職業能力を評

価するにあてった主なポイントは「知識・技

能・実践力」です。「知識」は「暗黙知(主観

的で言語化することができない知識)」を「形

式知」化したものです。言語としてストック

された経験等を指します。「技能」は身につい
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た技のこと、「実践力」はその知識と技能を組

み合わせる力のことで、コンピテンシーと呼

ばれる行動様式です。この 3 つによって職業

能力を評価することが必要だといわれていま

す。生徒に「動機付けさせる」、「理解させる」、

「集中させる」といった機能については実践

の中で評価するのが手取り早い。いわゆる

「技」「スキル」といわれる類いのものである

と捉えられがちですが、そこをきちんと「形

式知」化して筆記試験でも評価できる形にす

ることによって、学習塾講師の中で共通言語

が生まれる効果があります。例えば、技能検

定という国家資格は主に技術士の方が受ける

資格です。この技能検定でもこのような「技」

と理解される分野について、知識・筆記試験

で試験されるようになっています。そうする

ことによって、一定の共通言語を技術者の中

で共有することになりますので、技術者間の

コミュニケーションが非常に円滑になるとい

う効果が技能士を雇用している企業の方から

よく聞かれます。ですから学習塾講師検定に

おいてもどちらかというと「技」と考えられ

がちな「動機付けさせる」、「理解させる」、「集

中させる」といった機能について、知識でも

評価することが必要となっています。

【次号に続きます。次号では「国家検定の目指す

ことのメリット」についてお話しいただきます。】

塾の日シンポジウムを仙台で開催塾の日シンポジウムを仙台で開催

杜の都・仙台にて10月13日開催！話題の呉善花氏が講演！前日
オ ソ ン フ ァ

には震災の記憶を風化させないため被災地の今を訪ねるツアーも

当協会では、学習塾が社会に正しく認識され信

頼されることをめざして、協会設立とともに「塾

の日」を１０月９日に制定するとともに、学習塾

と私学・企業・消費者の皆様がともに学習を通じ

て未来の人材育成を図ることを社会にアピールす

る象徴的なイベントとして「塾の日シンポジウム」

を毎年主催しております。

今年は、あの震災から 3 年を経た東北・仙台が

舞台です。『塾の日シンポジウム 2014 in 仙台』

と題し、10 月 13 日（祝）に宮城県仙台市のホテ

ルメトロポリタン仙台において開催する運びとな

りました。「塾の日シンポジウム 2014 in 仙台」

では、業界の信頼確保に貢献し、業界自主基準を

遵守したと認められる学習塾事業者、全国読書作

文コンクールの大賞、最優秀賞受賞の子どもたち

を表彰するとともに、評論家であり拓殖大学国際

学部教授の呉善花氏を講師に、「いま未来に、日

本人の心」と題し、基調講演を行うなどして学習

昨年の塾の日シンポジウム(東京・浅草)

塾事業のさらなる資質向上の促進を図ります。

また、学習塾、学校関係者、協賛事業者など大

勢の皆様の親睦交流の場をご用意いたしておりま

す。当日は次のようなプログラム進行で、記念式

典、講演、懇親会を予定しており、学習塾関係者

をはじめ、200 名を超える来場者を見込んでおり

ます。ぜひ、多くの皆様にご参加いただきますよ

う宜しくお願い申し上げます。
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塾の日シンポジウム2014 in 仙台

◆日時 平成 26年 10月 13 日（祝）

13時 30分～ 19時 30分

◆会場 ホテルメトロポリタン仙台

〒 980-8477 宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1

TEL022-268-2525

仙台(地下鉄)駅[南 6]から徒歩約 0分

◆対象 教育関係者、保護者、出版関係者、マス

コミ関係者、学習塾関係者他どなたでも

◆内容

第 1部 記念式典 13時 30分より

○会長挨拶

○来賓挨拶：経済産業省（予定）

○業界自主基準遵守塾表彰

○読書作文コンクール表彰

○東日本大震災被災地から

第 2部 15時 30分より

基調講演

「いま未来に、日本人の心」

講師 呉 善花（オ・ソンファ）氏

【プロフィール】

1956年、韓国、済州島生まれ。

4年間志願で女子軍隊生活をする。1983年来日、

大東文化大学（英語学）留学生となる。その後、

東京外国語大学大学院修士課程（アメリカ地域

研究）修了。現在、評論家として執筆活動のか

たわら、拓殖大学国際学部教授。

著書：『スカートの風』正・続・新（三交社・

角川文庫）『攘夷の韓国・開国の日本』（文芸春

秋）で第五回山本七平賞受賞。著書多数

第３部 親睦交流会 17時 30分より

○歓迎の挨拶 ○会長挨拶

○来賓祝辞 ○乾杯

○歓談・会場インタビュー ○抽選会

◆後援 経済産業省

塾の日・仙台へのいざない

塾の日シンポジウム2014 in 仙台 実行委員会 委員長 大沼 信雄

今年の塾の日シンポジウムは青葉繁れる「杜の都仙台」が舞台となります。

北海道東北支部では２回目の開催となります。前回の松島開催の時とは心

の風景が少し違いますが、実行委員協力して全力で準備にあたっておりま

す。今回の塾の日シンポジウムのテーマは「いま未来に」です。

第1部は例年通り、「塾の日記念式典」で全国読書作文コンクール等の表彰

をいたします。後半は被災地にある北海道東北支部から、多くの方々から受

けた支援に感謝し、復興や被災記憶の継承の誓いを新たにする「仙台宣言」を発表します。

さらに、第2部は「いま未来に、日本人の心」と題して呉善花氏にご講演をいただきます。どのように日本は

進むのか、どのように子供たちを育てたいのか、日本人としての土台をあらためて見つめなおし、未来への原

動力にするための学びの場を提供します。第3部は全国の学習塾の先生方、私学の先生方、学習塾関連企業の

皆様との親睦交流会です。北海道東北から心をこめておもてなしをさせていただきます。ぜひ、多くの皆様に

ご臨席賜りますようお願い申し上げます。
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ＪＪＡインフォメーションＪＪＡインフォメーション

消費者が安心してサービス利用していただくための信頼マーク
第三者評価「学習塾認証」のご活用を！まもなく後期申請！

今年 4 月に 3 年目を迎えた学習塾認証制度は、

前期申請期間が終了しました。現在、慎重に審査

を進めており、8 月下旬に判定委員会を実施し、

新たな学習塾認証取得事業者が誕生する予定で

す。

学習塾業では特定商取引に関する法律に加え、

取り扱う情報が個人の機密事項が多く含まれると

いう特性があり、個人情報保護法等の法令の遵守

が必要とされる一方、サービス内容等の消費者へ

の適切な情報提供、顧客相談窓口の充実など、消

費者からの苦情・相談を低減する取り組みも必要

とされています。

当協会では、このような状況を鑑み、消費者か

らの苦情・相談内容や業界の実態を踏まえ、子ど

もたち及びその保護者が安心してサービスを受け

られることを目的とした、学習塾業認証基準を策

定いたしました。

学習塾認証は、それらの法律への適合性を含む

学習塾業認証基準に基づいて第三者が客観的に評

価する制度であることから、事業者にとっては法

律への適合性はもちろんのこと、公正で適切な管

理運営システムを確立し運用していることを直接

顧客層にアピールする有効なツールとして活用す

ることができます。

アピールできるポイントは次の６点です。

♕ 消費者へ十分で適切な情報提供をしていま

す！

♕ 消費者と適正で明解な契約（解約）を行って

います！

♕ 通塾する子どもの安全確保を行っています！

♕ お客様相談窓口を設置してその充実を図って

います！

♕ 消費者へ十分で適切な個人情報保護を行って

います！

♕ こうしたことが、継続的に守られ、改善され

ています！

特定商取引法に基づく申出制度の普及、適格消

費者団体や法テラスなど消費者支援組織の拡充な

ど、消費者を実効的に保護する環境はここ数年で

強化されています。ぜひ、この機会に学習塾認証

に関するお取り組みをいただき、より安全な塾経

営を進めていただきますようお願い申し上げま

す。

今年度後期申請を受付をいたします。

【後期申請期間】

平成 26 年 9 月 1 日～ 10 月 31 日／認証目安 平

成 27 年 2 月初旬

協会ホームページで、学習塾認証制度ＦＡＱ、

学習塾業認証 認証基準、認証審査申請書、• 申

請誓約書、申請に必要な申請書類（新規の方）等

がご覧になれます。

http://www.jja.or.jp/certify/attestation.html

− 18 −



- 18 -

ＪＪＡインフォメーションＪＪＡインフォメーション

消費者が安心してサービス利用していただくための信頼マーク
第三者評価「学習塾認証」のご活用を！まもなく後期申請！

今年 4 月に 3 年目を迎えた学習塾認証制度は、

前期申請期間が終了しました。現在、慎重に審査

を進めており、8 月下旬に判定委員会を実施し、

新たな学習塾認証取得事業者が誕生する予定で

す。

学習塾業では特定商取引に関する法律に加え、

取り扱う情報が個人の機密事項が多く含まれると

いう特性があり、個人情報保護法等の法令の遵守

が必要とされる一方、サービス内容等の消費者へ

の適切な情報提供、顧客相談窓口の充実など、消

費者からの苦情・相談を低減する取り組みも必要

とされています。

当協会では、このような状況を鑑み、消費者か

らの苦情・相談内容や業界の実態を踏まえ、子ど

もたち及びその保護者が安心してサービスを受け

られることを目的とした、学習塾業認証基準を策

定いたしました。

学習塾認証は、それらの法律への適合性を含む

学習塾業認証基準に基づいて第三者が客観的に評

価する制度であることから、事業者にとっては法

律への適合性はもちろんのこと、公正で適切な管

理運営システムを確立し運用していることを直接

顧客層にアピールする有効なツールとして活用す

ることができます。

アピールできるポイントは次の６点です。

♕ 消費者へ十分で適切な情報提供をしていま

す！

♕ 消費者と適正で明解な契約（解約）を行って

います！

♕ 通塾する子どもの安全確保を行っています！

♕ お客様相談窓口を設置してその充実を図って

います！

♕ 消費者へ十分で適切な個人情報保護を行って

います！

♕ こうしたことが、継続的に守られ、改善され

ています！

特定商取引法に基づく申出制度の普及、適格消

費者団体や法テラスなど消費者支援組織の拡充な

ど、消費者を実効的に保護する環境はここ数年で

強化されています。ぜひ、この機会に学習塾認証

に関するお取り組みをいただき、より安全な塾経

営を進めていただきますようお願い申し上げま

す。

今年度後期申請を受付をいたします。

【後期申請期間】

平成 26 年 9 月 1 日～ 10 月 31 日／認証目安 平

成 27 年 2 月初旬

協会ホームページで、学習塾認証制度ＦＡＱ、

学習塾業認証 認証基準、認証審査申請書、• 申

請誓約書、申請に必要な申請書類（新規の方）等

がご覧になれます。

http://www.jja.or.jp/certify/attestation.html

- 19 -

学習塾認証事業者一覧

子どもたちに「やる気」という勲章を！
この夏休み、全国読書作文コンクールにご参加ください！

当協会では、明日を担う児童生徒に、良書との

出会いにより感動することの素晴らしさを体得す

る機会を与えることを目的として、『全国読書作

文コンクール』を主催し、読書・作文活動の推進
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に努めています。

作文は全国の公立高校一般入試の約８０％で出

題、公立高校の推薦入試でも約６０％が作文また

は小論文を出題、私立高校も推薦入試では半数近

い学校が作文を課している･･･といわれています。

どうぞ、対象図書 10 冊のうちの１冊の本を通

じて、子どもたちが何かを感じ、心を動かし、考

え、表現する、そうした機会を子どもたちにお与

えください。入選以上のお子様には「公益社団法

人全国学習塾協会会長名」で表彰状を授与いたし

ます。

○塾生の読書力、表現力、文章力のアップに

○塾生の達成感による心の成長に

○塾全体の連帯感、一体感の醸成に 等々

自塾に、塾生に、必ず新しい息吹をもたらすこ

とと確信しております。是非積極的なご参加をお

願い申し上げます。

【応募締切】 平成 26 年 8 月 27 日(水)

コンクールへの参加と対象図書の購買にご協力

をお願い申し上げます。

後援：文部科学省、経済産業省、(一財)

出版文化産業振興財団、(公社)読書推進

運動協議会、朝日新聞社、朝日学生新聞

社

教育産業界で漏洩事故！来年、法改正！今年のセミナーは、
最新情報＆自社の個人情報保護体制づくりトレーニング！

学習塾の健全な運営を確保するためにコンプラ

イアンス(法令順守)に関する知識として要求され

る範囲は年々広がっています。従事する業務によ

り、求められるスキルも多種多様となっておりま

す。しかも、こうした傾向はこれからも一層強ま

ることは確実です。

個人情報、契約、使用教材の著作権など、トラ

ブルがひとたび起きれば、損害賠償はもとより、

社会的な信用を失墜する場合も否定できません。

コンプライアンスに関する知識を十分に理解し、

適切に取り扱い、築き上げた信用を強固なものに

していく必要があるでしょう。企業実務の中で、

こうした法令対策は必須不可欠なものになりま

す。コンプライアンス（法令順守）による業務管

理や運用方法を職員一人ひとりが身につける機会

を当協会がご提供いたします。

とくに、法務や顧客対策担当者、社内研修の指

導者の方には最適です。いずれも予定の情報です

がご案内いたします。

日時：

【東京会場】平成 26 年 10 月 19 日(日)

【福岡会場】平成 26 年 10 月 26 日(日)

【大阪会場】平成 26 年 11 月 16 日(日)

午後 1 時 30 分～午後 4 時

【受講対象】学習塾の経営者、職員等
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社会的な信用を失墜する場合も否定できません。

コンプライアンスに関する知識を十分に理解し、

適切に取り扱い、築き上げた信用を強固なものに

していく必要があるでしょう。企業実務の中で、

こうした法令対策は必須不可欠なものになりま

す。コンプライアンス（法令順守）による業務管

理や運用方法を職員一人ひとりが身につける機会

を当協会がご提供いたします。

とくに、法務や顧客対策担当者、社内研修の指

導者の方には最適です。いずれも予定の情報です

がご案内いたします。

日時：

【東京会場】平成 26 年 10 月 19 日(日)

【福岡会場】平成 26 年 10 月 26 日(日)

【大阪会場】平成 26 年 11 月 16 日(日)

午後 1 時 30 分～午後 4 時

【受講対象】学習塾の経営者、職員等
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【講師】(予定)

プライバシーマーク主任審査員・ISO/IEC 27001

審査員・中小企業診断士 荒島和彦.氏

【内容】(変更の場合あり)

個人情報保護法は、2003 年の成立以来、初めて

の本格改正。その最新情報や自社の個人情報保護

のマネジメントシステム作りのサポートとなる実

践的セミナーです。

詳しくは 9 月上旬に協会ウェブサイトでご案内

いたします。

プライバシーマーク情報プライバシーマーク情報

【プライバシーマーク認定情報】

第 69 回プライバシーマーク審査会が平成 26 年

5 月 12 日（月）11：00 ～ 11：30 に豊島区・協会

事務局にて開催されました。

出席委員

鶴巻 暁（弁護士）

杉本まさ子

(消費者ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会理事)

澤本 淳（弁護士）

稲葉秀雄

出席審査員 横山 淳（主任審査員）

事務局より委員会構成員 5 名中 4 名の委員が出

席したので委員会が成立する旨報告があり、本会

の附議案件の説明ののち、鶴巻委員長が議長とな

り議事に入りました。

●議案

①書類審査ならびに現地審査報告

横山主任審査員より、下記の更新 1 社に関する

様式 7 に基づき書類・現地審査報告がありまし

た。

②審査

質疑応答があり審議の結果、更新を可としプラ

イバシーマーク付与認定が決定しました。

プライバシーマーク認定事業者

認定番号 13200723(08)

事業者名 株式会社中萬学院

代表者 中萬 隆信 様

所在地 神奈川県横浜市港南区丸山台一丁目10番24号

有効期間 平成26年3月7日～平成28年3月6日

ＪＪＡご入会のご案内ＪＪＡご入会のご案内

全国学習塾協会（略称「ＪＪＡ」）は、民間教育を担う団体・個人に関する支援及び能力開発、調

査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによって児童及び青少年等の学力養成の推進に

寄与し、より良い社会の形成を推進することを目的として設立された公益社団法人です。

公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。
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会員は、正会員・準会員・賛助会員からなっています。

■正会員 学習塾事業を営む法人または個人でどなたでも会員になることができます。正会員は総

会での議決権を持ちます。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに優先的に参加する

ことができます。

協会 web サイトと正会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に正会員一覧を掲

載します。

正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■準会員 学習塾事業者に従事する個人、協会の目的と活動に賛同する教育事業に従事する個人ま

たは従事した経験のある個人であればどなたでも会員になることができます。総会での議決権は持

ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

準会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■賛助会員 協会の目的と活動に賛同してその事業にご支援くださる法人・団体・個人で、総会で

の議決権は持ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

協会 web サイトと賛助会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に賛助会員一覧

を掲載します。

賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

会費は次の通りです。

入会金 （１）正会員 30,000円

（２）準会員 10,000円

（３）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円

個人 10,000円

年会費 （１）正会員 １口 塾生数1000名未満 36,000円

塾生数1000名以上 60,000円

3000名未満

塾生数3000名以上 120,000円

（２）準会員 １口 12,000円

（３）賛助会員 １口 法人 50,000円

学校法人 36,000円

団体 50,000円

個人 12,000円

毎年４月から翌年３月までが一年度になります。
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会費について、正会員の方は、会費を３月と９月の年２回に分け、金融機関から預金口座振替によ

り納入いただきます。

準会員・賛助会員の方は、年度初めに当協会の銀行口座にお振り込みいただきます。

入会初年度の会費は、入会月からの月割りで計算いたします。

入会をお考えの方、協会の活動概要などをお知りになりたい方は協会事務局まで遠慮なくご連絡く

ださい。資料をお送り申し上げます。

また、入会申込書は協会 web サイトから入手することもできます。

公益社団法人全国学習塾協会 事務局

〒171-0031 東京都豊島区目白3-5-11

TEL03-5996-8511 FAX03-5996-9585
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